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Biz ONEゴールド
本書はBiz ONE ゴールドに付帯されている各種損害保険（会員の
皆様を被保険者としてJCB（契約者）が保険料を負担しています。）
について概要を説明する目的で作成しておりますので、ご一読をお願
いいたします。
また、海外旅行の際は緊急時に備えてダウンロードもしくは印刷の上
携帯をお願いします。
なお、各種損害保険の普通保険約款及び特約の内容や詳細などに
つきましては別途お問い合わせ願います。

本保険はJCB ORIGINALシリーズのBiz ONE ゴールドに付帯さ
れるものです。ORIGINALシリーズ対象のBiz ONE ゴールドには、
カードご利用代金明細書ならびに、MyJCBカードご利用明細照会
画面のカード名称欄の名称先頭に【OS】と表示されます。
表示例：【OS】Biz ONE ゴールド
※発行会社によりカード名称は異なります。
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補償期間内にBiz ONEゴー
ルド会員がBiz ONEゴール
ドを利用して購入した物品
（詳細は右記）で購入日（配
送などによる場合には物品
の到着日）から90日以内に
偶然な事故（国内・海外問
わず）によって損害を被った
場合。

補 償 金 請 求 者
補 償 期 間
年間補償限度額

自 己 負 担 額
補 償 金 額

：
：
：

：
：

Biz ONEゴールド本会員・代理会員
Biz ONEゴールド会員である期間
会員1名につき毎年4月1日から1年間の総補償金額
は500万円限度
1回の事故につき3,000円
カードご利用額あるいは購入店の領収書に記載された
物品の購入金額（修理が可能な場合は修理金額
か購入金額のどちらか低い額）から自己負担
額3,000円を控除した額を限度とします。
※物品の購入に際しBiz ONEゴールドと現金、商品券などを併用された場

合には、カード利用額から自己負担額3,000円を控除した額を限度としま
す。

お支払いする場合
会員が購入した物品であっても次に掲げるもの
は補償の対象となりません。

（1）船舶（ヨット・モーターボートおよびボートを含
む。）、航空機、自動車、原動機付自転車、自転
車、ハンググライダー、サーフボード、セーリング
ボードおよびこれらの付属品

（2）義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに
類するもの

（3）動物および植物
（4）現金、手形、小切手、その他有価証券、印紙、

切手、乗車券など（鉄道・船舶・航空機の乗
車船券・航空券・定期券・宿泊券・観光券およ
び旅行券）旅行者用小切手およびあらゆる
種類のチケット

（5）稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準
ずるもの

（6）自動車電話・携帯電話およびこれらの付属品
（7）食料品
（8）会員が従事する職業上の商品になるもの
※JCBギフトカードで購入した物品は対象となりません。
※補償の対象とならない物品は上記以外に追加されることも

ございます。詳しくはP.7「お問い合わせ先」にご確認くだ
さい。

（1）会員または補償金を受け取る方の故意または重大な過失に起因する損
害。

（2）補償の対象となる物品の自然の消耗または性質によるさび、かび、むれ、
変質、変色その他類似の事由またはねずみ喰い、虫喰いなどに起因す
る損害。

（3）補償の対象となる物品の設計・材質または製作の欠陥およびこれらの欠陥
に起因する損害。

（4）戦争、暴動その他の事変に起因する損害。
（5）国または公共団体の公権力の行使に起因する損害。
（6）核燃料物質の有害な性質に起因する損害。
（7）置き忘れまたは紛失に起因する損害。
（8）水災、地震または噴火に起因もしくはこれらに随伴して生じた損害。
（9）詐欺または横領に起因する損害。
（10）物品の誤った使用に起因する損害。
（11）物品の配送中に生じた損害。 など

補償の対象とならない物品 お支払いできない主な場合

この補償サービスにおいて補償を受けられるのは、補償の対象
になる物品を正当な権利をもって所有されている方とします。
したがって、会員・家族会員および法人会員ならびにこれらの
方々からの補償の対象となる物品を譲り受けた方も補償を受
けることができます。ただし、いずれの場合も補償を請求するこ
とができるのは原則として会員に限られます。

引受保険会社：損害保険ジャパン株式会社
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Biz ONEゴールドショッピングガード保険
ショッピングガード保険（国内／海外）
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保険金の請求について（手続き・必要書類）
ショッピングガード保険（国内／海外）
1.保険金請求手続き
お支払いの対象となる損害が発生した場合には、会員はただちに「損保ジャパンJCB 事故受付デスク」あてに事故の内容をご報告ください。
会員の方が保険金の請求をされるときは下の「2.必要書類」に掲げる書類をご提出くだ さい。
※破損の場合、損害保険ジャパン株式会社にご連絡される前に被害品を処分された時は、保険金のお支払いができない 場合があります。

2.必要書類
◎印は原則として必要書類、○印は場合によっては必要な書類、各請求書類はコピーしたもの では認められません。

ご請求になる保険金の
種類必要書類

盗難事故
保 険 金

破損事故
保 険 金

火災事故
保 険 金

そ の 他 の
事故保険金 ご　案　内

保険金請求書（所定用紙） ◎ ◎ ◎ ◎ 必要事項をご記入のうえ、署名・捺印ください。
罹災証明および盗難届出済証明書 ◎ ◎ 管轄の警察署・消防署でお取り付けください。
修理費請求書または見積書 ◎ ◎ ○ 購入先または修理先でお取り付けください。
J C B 売上票（お客様控） ◎ ◎ ◎ ◎
写 真 ○ ○ ○
そ の 他 関 係 書 類 ○ ○ ○ ○ 必要な場合は別途保険会社よりご案内します。

⑬保険金の請求について　（国内利用条件ありの場合注記）
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●日本国内での連絡先
　『損保ジャパンJCB事故受付デスク
　（JCBカード自動付帯サービス専用）』
　0120-258-554
　受付時間  9:00AM～5:00PM　日・祝休

■お問い合わせ先
保険内容によってお問い合わせ先が異なりますので、ご確認のうえお問
い合わせください。

※『損保ジャパンJCB事故受付デスク』における事故受付の際、保険会社がJCB会員資
格有効性を確認するために、会員番号をご申告いただいております。

　ショッピングガード保険について

　その他、Biz ONE ゴールド付帯サービス全般について
カード裏面等に記載の各会員デスクまでお問い合わせください。


